
​那須塩原市奨学生募集要項（海外留学）​
​○　海外で学ぶ意欲のある奨学生を​​追加募集​​します。​
​○　返還の必要がない奨学資金（給付型）です。​

​１　制度の趣旨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　​
​○　学業成績が優秀で、修学の意欲及び明確な目的意識がある品行方正な人で、修学に当たり、​

​経済的支援が必要な人に奨学資金を給付することによって、人材の育成に資することを目的​
​としています。​

​２　申込資格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　​
​　○　次の❶～❽の全てに該当する人​
​　　➊　​​学位取得を目的として、​​海外のその国における教育制度による大学若しくは短期大学又​

​はそれらに準ずる学校（以下、「海外の大学等」という。）に令和７年４月から令和８年３​
​月末日までに合格した後、当該合格校に入学する人、又は入学した人​

​➋　学習意欲が高く、出身校又は在学校における全学年を通じた学業成績の​​評定平均値が５​
​段階評価で​​４．３​​以上の人​

​　　➌　修学に当たり、経済的支援が必要な人で、父母又はこれに代わって家計を支えている人​
​の令和６年中の認定所得金額（※）が別紙２（表３）の収入基準額以下であること。（​​別紙​
​１「所得計算表」により算出することができます。​​）​

​❹　本人又は保護者が市内に住所を有する人​
​　　❺　学業優秀で品行方正である人​
​　　❻　市税を滞納していない人​
​　　➐　高等学校卒業後５年以内の人で、本市の給付型奨学資金の給付を受けていない人​

​※成績に関する記録の保存期間は、学校教育法施行規則により卒業後５年となっています。​
​　　➑　申込みに当たり、「６　申込手続」に掲げる必要な書類を提出できる人​

​（※）認定所得金額とは​
​父母又はこれに代わって家計を支えている人（単身赴任者のように実際に居住が別でも、​

​経済的に一体性がある場合には同一世帯として取り扱う。）の１年間の総収入金額から必要​
​な経費（給与所得者は、別紙２（表２）に掲げる算式により算出した控除額）及び別紙２​
​（表３）に掲げる特別控除額を控除した金額をいう。​

​３　給付金額及び回数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　​
​　○　給付金額　　２０万円​
​　○　給付回数　　１人１回限り​
​　○　給付時期　　令和８年３月以降​

​４　給付人数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　​
​　○　大学生・短期大学生合わせて　若干名​

​５　奨学資金の併用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　​
​○　市の貸与型奨学資金及び市以外の奨学資金との併用が可能​

​６　申込手続　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　​
​　​​⑴　提出書類​​　次の➊～➑を提出してください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　​
​　　　➊　給付型奨学資金申請書（様式第１号）​
​　　　※　特別控除欄の記入は、「特別控除額表（別紙２（表２））」を参照にしてください。​
​　　　➋　出身学校長又は在学学校長の奨学生推薦調書（様式第２号）​
​　　　※　評定欄その他の記載事項については、各学校長の判断により調査書等の添付で代用　​
​　　　　　可。ただし、学校長の推薦欄を記入押印したこの書類の提出自体は必須です。​
​　　　※　高等学校を既卒の場合で、出身学校長の奨学生推薦調書を取得することが困難な場合​
​　　　　　は、高等学校の調査書のみの提出でも可。​

​（給付海外留学 -1-）​
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​　　　❸　奨学生自己推薦書（様式第３号）​
​　　　❹　本人の納税証明書​
​　　　➎　同一生計を営む者の全員の住民票の写し​
​　　　➏　同一生計を営む者の所得を証する証明書​
​　　　❼　進学予定の学校の募集案内等で、学位取得を目的とした正規の課程であることがわか​
​　　　　る資料の写し及びそれを日本語訳したもの​
​　　　➑　給付型（海外）奨学資金チェックリスト​

​　※　➍➎➏については、別紙「納税証明等取得承諾書」の添付があれば、提出不要です。​
​○　様式は、市役所ホームページ（​​https://www.city.nasushiobara.tochigi.jp/index.html​​）からも​

​　　　ダウン​​ロードできます。​

​⑵　提出先（郵送可）​
​　　○　那須塩原市教育委員会事務局　教育総務課総務係​
​　　　　〒329-2792　那須塩原市あたご町２－３　（那須塩原市役所　西那須野庁舎３階）​

​⑶　受付期間（追加募集）​
​　　○　​​令和８（2026）年１月１３日（火）～令和８（2026）年２月２０日（金）※当日必着​

​７　選考方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　​
​　⑴　書類審査​
​　　○　学業成績や人物について審査します。​

​　​​⑵　レポート試験​
​　　○　申込みの際、任意の用紙に次の３つのテーマに沿った上で、1,600字程度で記述し、他の​

​提出書類と一緒に提出してください。（手書き・PCどちらでも可）​
​　【テーマ】​
​　　○　なぜ国内ではなく、海外に留学しようと考えたか、なぜその国を選んだのか。​
​　　○　海外の留学で何を学びたいか、なぜそれを学ぼうと考えたのか。​
​　　○　将来、何になりたい（どのような方向に進みたい）と思っているか。​

​８　選考と決定​​　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　​
​○　那須塩原市奨学生選考委員会で選考し、教育委員会が決定します。​

​　○　給付の可否については、令和８年３月下旬に本人に通知します。​

​９　決定後の手続　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　​
​　○　給付決定通知があったときは、誓約書を提出してください。​
​　○　給付金は、合格決定通知及び給付型奨学資金請求書を提出後、本人名義の日本国内の口座に​

​振り込みます。​
​○　大学又は短期大学に入学後、在学している間は毎年、「成績証明書」を提出していただきま​

​す。​

​１０　注意事項　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　​
​○　大学又は短期大学に入学しなかったとき、又は偽りその他不正な行為により給付を受けたと​

​認められたときは、給付した奨学資金を返還していただきます。​

​（給付海外留学 -2-）​
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